
　　
新対策特訓　選択式Authentic講座　Sec.３テキスト

選択式 国年法　空欄Ｃ及びＥ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選択式 国民年金法  Ｃ 及び Ｅ あ 

国民年金の第 1 号被保険者の保険料の額は、平成 16

年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準

自動調整の仕組みにより、平成 17 年度から平成Ａ①

29 年度まで毎年度Ｂ⑦280 円ずつ引上げられ、平成

Ａ①29 年度以降は月額Ｃ⑮16,900 円で固定されるこ

ととされている（平成 16 年度価格）。 
平成 17 年度以降の実際の保険料の額は、それぞれ

の年度ごとに定められた額（平成 16 年度価格）に

Ｄ⑲保険料改定率を乗じて得た額を 10 円未満で四捨

五入した額とされ、平成 24 年度は月額Ｅ⑨14,980 円

である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
選択式Authentic Section３ 解答・解説Ⅰ（RU12747）ｐ.22～23 

１ （略）こうした中、将来の現役世代の過重な負担

を回避するため、平成 16 年改正によって、最終的

な保険料水準を厚生年金保険で 18.3％、国民年金で

Ａ16,900 円に固定する（保険料水準固定方式）と

ともに、被保険者数の減少などに応じ給付水準を自

動的に調整する仕組み（ Ｂマクロ経済 スライド）

を導入した。 

２ 平成 24 年度の国民年金の保険料は、法律で定め

られた平成 16 年度価格の保険料の額に、平成 24

年度の保険料改定率（ Ｃ0.964 ）を乗じて得た額

（ Ｄ14,980 円）とされている。 


